
【第36回流域委員会での確認 委員長集約】                    2006/3/14 修正 

 

「河道対策５つのメニュー」についての第３６回流域委員会の集約 

 

 河道における治水対策については、河川区域内は「川のために優先して使う」ことを基本に、治水上必要

な断面の確保対策を優先して行う。その場合にも、生物や水質など自然環境を損なわないように注意を払う

とともに、河川水の取水など利水環境や、河川空間の景観保全などまちづくりへの配慮、川に親しむ親水性

の確保などの課題との整合性に留意する。また、河道の工事に際しては、河道工事が自然環境に致命的なダ

メージを与えるなど阻害要因とならないよう、環境保全等に配慮した手法を考える。 

 河道対策に挙げられた５つのメニューについては、それぞれ以下のように集約する。 

 

１．河床掘削 
①河川内で実施できる対策として優先して採用する。 

②施工に当たっては、自然環境とくに河口部の汽水域の環境保全等に配慮した手法を考える。 

③掘削後、洪水後に堆積する土砂の問題については、河川管理の問題として対応する。 

 

２．低水路の拡幅 
①河川内で実施できる対策として、必要な個所は推進する。 

②築堤区間では、堤防の安全性確保に必要な幅を残す。 

③高水敷が狭くなっても、サイクリングやマラソンコースなど線的利用は可能であり、グラウンド等の面

的利用は代替施設を活用する。 

④高水敷については自然公園的な利用を重視するとともに、この機会に利用方法について広く住民に開放

できるよう考えなおす。 

 

３．高水敷の切下げ 
①堤防の安全性を重視し、基本的には採用しないが､堤防の補強など安全性の確保が図られる場合には、河

川断面確保の方策として検討する。 

 

４．引き堤 
①河道内を掘削しても断面が不足する狭隘部では、局所的な対策として引堤は行わざるをえない。 

②不足する断面が大きい場合は連続的な引堤が必要となるので、目標流量との兼ね合いで採用する。 

 

５．堤防の嵩上げ 
①連続的な断面確保を目的とした堤防嵩上げ（ＨＷＬの引き上げ）は、破堤などの危険リスクを増大させ

るので、行わない。 

②堤防を強化する場合も、洪水をＨＷＬ以下で流すという考え方は変わらない。 
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